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経営者団体の長殿

労働時間の適正化に関する要請について

日頃から労働行政に格別の御配意を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、労働時間等の現状については、週の労働時間が 60時間以上の労働者の割合

が高い水準で推移しており、また、脳・心臓疾患に係る労災認定件数は高止まりとな

るなど過重労働による健康障害も依然多い状況にあるほか、割増賃金の不払に係る労

働基準法違反も後を絶たないところです。

これらの問題の解消に向けては、使用者が適正に労働時間を把握した上で、適切な

対処を行うことが求められるものであり、また、使用者のみならず、労働者や労働組

合、産業保健スタッフ等のすべての関係者の理解を得て、職場の実態をよく知る労使

が一体となった取組を行うことが望まれます。

さらに、長蒔間労働を抑制し、労働者の健康を確保する等の観点から労働基準法が

改正され、平成 22年4月 1日から施行されることから、労使がともにその趣旨・内

容を十分に理解し、その施行に向け就業規則等を整備していただくことが必要です。

そこで、本年度においても、長時間労働の抑制等の労働時間の適正化を図るため、

11月に「労働時間適正化キャンベーンj を実施し、労使をはじめとする関係者に対し

て、集中的な周知啓発等を行うミこととしています。つきましては、貴団体におかれま

しても、この取組の趣旨を御理解し、ただき、下記に御留意の上、貴団体傘下の企業の

皆様の労働時間の適正化に向けた取組が推進されるよう、一層の御配慮をお願いしま

す。
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l 傘下の企業におかれては、長時間労働の抑制等の労働時間の適正化のため、次

の事項に取り組んでいただくことが重要です。

①時間外・休日労働協定の適正化等による時間外・休日労働の削減

②長時間労働者への医師による面接指導等労働者の健康管理に係る措置の徹底

@労働時間の適正な把握の徹底

2 労働基準法等の主な改正点は、，55IJ添「改正労働基準法のポイントJのとおりで

す。傘下の企業におかれては、労使で十分に話し合い、これに対応した就業規則

の改定、労使協定の締結等の整備をしていただくことが必要です。

3 貴団体におかれても、傘下の企業で上記 l及び2の取組が推進されるよう、見IJ

添のリーフレット等を御活用いただき、本キャンペーンの内容等について局知し

ていただく等の取組をお願いいたします。


